
瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第 43 号の概要 

 

１．経緯 

（１）遊漁によるくろまぐろの採捕については、令和３年６月１日から瀬戸

内海広域漁業調整委員会指示（以下「委員会指示」という。）により以

下の規制を導入した。 

① 30 キログラム未満の小型魚の採捕禁止 

② 30 キログラム以上の大型魚を採捕した場合の水産庁への報告 

③ 大型魚について、全海区の採捕数量が漁獲可能量制度に基づくくろ

まぐろの資源管理の枠組みに支障を来すおそれがあると認められる場

合は採捕を禁止。 

（２）令和４年度は、上記③について、令和４年６月 25 日から６月 30 日及

び令和４年 7 月 16 日～８月３１日までの間、遊漁による大型魚の採捕を

禁止した。令和４年９月以降、大型魚の採捕は行われていたが、採捕数

量の累計が概ね 40 トンを超えるおそれが生じたことから、令和５年２月

15 日から令和５年３月 31 日までの間大型魚の採捕を禁止した。 

（３）今般、上記の委員会指示の後継措置として、令和５年４月以降の遊漁

によるくろまぐろの採捕に係る委員会指示を発出するもの。 

 

２．委員会指示第 43 号の概要 

（１）くろまぐろ（小型魚）の採捕の制限 

   遊漁者による小型魚の採捕を禁止。意図せず採捕した場合は直ちに海

中に放流しなければならない。 

（２）くろまぐろ（大型魚）の採捕の制限 

  ア １人１日あたり１尾を超えて大型魚を保持してはならない。大型魚

を保持した者が別の大型魚を採捕した場合は、直ちに海中に放流しな

ければならない。 

  イ 遊漁者が大型魚を採捕した場合は、重量等を報告しなければならな

い。※陸揚げした日から５日以内に水産庁に報告（現行は 10 日以内）。 

  ウ 委員会会長は、大型魚の採捕が、漁獲可能量制度に基づくくろまぐ

ろの資源管理の枠組み又は遊漁者による資源管理の取組に支障を来す

おそれがあると認めるときは、期間を定め、遊漁者による大型魚の採

捕を禁止する旨、公示する。 

 

   ※期間指定の考え方 

・全海区における採捕数量が以下の表の上段の時期ごとに下段の数量

を超えるおそれがある場合：当該時期の末日まで採捕を禁止する。 

 



時期 R５年 

４～５月 

６月 ７月 ８月 9 月～12

月 

R６年 

1～3 月 

数量 ５トン ８トン ８トン ８トン ５トン ※ 

 ※概ね 40 トンから全海区における令和５年４月１日から 12 月 31 日までの採

捕数量の累計を差し引き、R４年度の超過分（2.6 トン）を差し引いた数量 

 

・全海区における令和５年４月１日からの採捕数量の累計が概ね 37.4 

トンを超えるおそれがある場合：令和６年３月 31 日まで採捕を禁止

する。 

  エ 遊漁者は、ウの公示により大型魚の採捕が禁止された期間中は、大

型魚を採捕してはならない。意図せず採捕した場合には、直ちに海中

に放流しなければならない。 

 

（３）指示の有効期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までとする。 
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定
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こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
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用
語
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は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
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に
定
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よ
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遊
漁
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あ
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。 

  
 

ア 

漁
業
者
が
漁
業
を
営
む
場
合 

 
 

イ 

漁
業
従
事
者
が
漁
業
者
の
た
め
に
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
従
事
す
る
場
合 

  
 

ウ 

試
験
研
究
又
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漁
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う
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流
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採
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た
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ろ
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た
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エ  

採
捕
し
た
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遊
漁
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を
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し
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船
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都
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府
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源
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又
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遊
漁
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の
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こ
の
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示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
五
年
四
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一
日
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三
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三
十
一
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す
る
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そ
の
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こ
の
指
示
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
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に
つ
い
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は
、
委
員
会
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長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
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瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第４３号の５に基づく遊漁者によるくろまぐろ

の採捕に関する事務取扱要領 

 

令和５年３月 16 日策定 

 

瀬戸内海広域漁業調整委員会（以下「委員会」という。）は、瀬戸内海広域漁業

調整委員会指示第４３号（以下「委員会指示」という。）の５に基づく遊漁者によるくろ

まぐろの採捕に関する事務の取扱等につき以下のとおり定める。 

 

１．くろまぐろ（大型魚）の採捕実績の報告方法 

  委員会指示の３（2）に定めるくろまぐろ（大型魚）の採捕実績の報告は、水産庁

ホームページ「遊漁の部屋」（http://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/index.html）

に設けた報告用ウェブサイト（以下「報告サイト」という）に掲載された次に掲げるい

ずれかの方法により提出するものとする。 

 

（１）報告サイトへの入力 

報告サイトにアクセスし、委員会指示の３（2）アからオに定める事項を報告フォ

ームに入力し報告する。 

 

（２）報告用アプリケーションの利用 

報告サイトに掲載されるアプリケーションを自身のスマートフォン等にインストー

ルした上で、委員会指示の３（2）アからオに定める事項を入力し報告する。 

 

（３）電子メールによる送信 

委員会指示の３（2）アからオに定める事項を入力（報告サイトに掲載される別紙

様式をダウンロードし必要事項を入力後の電子ファイルを送付することでも可）し、

メールアドレス km-yugyo＠maff.go.jp 宛に電子メールで送信する。 

 

（４）ファクシミリによる送信 

報告サイトに掲載される別紙様式に必要事項を記載し、ファクシミリ番号：０３－

３５９５－７３３２宛にファクシミリで送信する。 

 

２．報告に関する留意事項 

 

（１）委員会指示の３（2）イに定める採捕したくろまぐろ（大型魚）の重量はキログラム

単位で記入するものとする。 

 

（２）委員会指示の３（2）エに定める採捕した海域は、「S」（瀬戸内海）と記入するもの

とする。 
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３．個人情報等の取扱いについて 

報告のあった内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握、国際的

な枠組みにおける資源管理その他の漁業生産力の発展に資する取組に活用する

ため、国の機関、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護

に関する法律（平成 15 年法律第 59 号）第２条第１項に規定する独立行政法人等

をいう。）その他の関係機関（これらの機関から委託を受けて当該取組に関する業

務を遂行する者を含む。）へ提供することがある。 

 

４．報告に対する問い合わせ 

報告のあった内容について、水産庁から問い合わせることがある。 
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別紙様式 

 

採捕実績報告書及び個人情報の取扱いに関する同意書 

 

年 月 日 

 

 

瀬戸内海広域漁業調整委員会会長 殿 

 

 

１ 採捕実績の報告 

瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第43号の規定に基づき、くろまぐろ（大型魚）の

採捕実績について、次のとおり報告します。 

 

採捕した者の氏名  

住所  

電話番号  

電子メールアドレス  

遊漁船の名称・登録都道府県名※  

陸揚げした日 尾数 重量（kg） 採捕した海域 

年 月 日       尾 kg                

※ 遊漁船（遊漁船業者が乗客を漁場に案内するもの）を利用した場合に記載 

 

２ 個人情報の取扱いに関する同意 

上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握、国際的な枠組み

における資源管理その他の漁業生産力の発展に資する取組に活用するため、国の機

関、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

15年法律第59号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。）その他の関係機

関（これらの機関から委託を受けて当該取組に関する業務を遂行する者を含む。）へ

提供されることがあることに同意します。 



 瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第 43 号に基づく遊漁者のくろまぐろの採

捕の制限の違反者への対応方針 

 

令和５年３月 16 日 

 

 

 瀬戸内海広域漁業調整委員会（以下「委員会」という。）は、瀬戸内海広域

漁業調整委員会指示（以下「委員会指示」という。）第 43 号に基づき、委員会

指示に違反した者への対応方針について、以下のとおり定める。 

 

１．委員会指示の適切な実施を図るため、水産庁は、疑義情報に接した場合等

においては、関係する都道府県水産部局と連携して調査・指導を行うととも

に、速やかに事務局として瀬戸内海広域漁業調整委員会会長（以下「会長」

という。）に報告する。 

 ※ 必要に応じて、水産庁は関係都道府県等と連携して現地調査等を実施。 

 

２．会長は、上記１の報告を受け、必要と認めた場合、当該調査・指導を受け

た者に対し、会長名による指導文書を発出し、後日、委員会に報告。 

 

３．上記２の指導を行った後に、当該指導を受けた者が指導に従わないと見込

まれる場合又は、再度違反が確認された場合は、漁業法第 121 条第４項で準

用する同法第 120 条第８項に基づき農林水産大臣に対して指示に従うべきこ

とを命じる旨の申請（裏付命令の申請）をする。 

裏付命令の申請に係る手続は会長（又は会長職務代理）一任とし、裏付命

令の申請をした場合、後日、委員会に報告するものとする。 

 




